




 

は じ め に 

平成12年（2000年）に介護保険制度が始まって24年が経過する中、我が国の高齢化率（総

人口に占める65歳以上人口の割合）は、29.1％と世界で最も高く（人口10万人以上の国及び

地域中）、また、75歳以上人口は初めて2000万人を超えるなど、本格的な高齢社会を迎えて

います。 

本市においては、高齢化のスピードが全国平均を大きく上回り、令和５年（2023年）９月

末現在の高齢化率は36.4％で、３年前の同時期に比べ0.9ポイント上昇しています。 

さらに、「団塊の世代」が75歳以上となる令和７年（2025年）には高齢化率は37.0％、

「団塊ジュニア」が65歳となる令和22年（2040年）には高齢化率は40％を超えると推計さ

れ、高齢者保健福祉の充実は喫緊の課題となっております。 

また、本市の要介護・要支援認定者数は、令和５年（2023年）９月末時点において約1万9,

４00人ですが、令和12年度（2030年度）には約2万人を超えると推計されています。  

このような中、本市では、第２次下関市総合計画において「人と人とが支え合う誰もが健や

かで笑顔があふれるまち」を将来像に掲げて、まちづくりを進めています。 

第九次下関市いきいきシルバープランは、本市が目指すまちづくりの将来像の実現に向けて、

令和６年度（2024年度）から令和８年度（2026年度）までの３年間を計画期間とする高齢者

保健福祉施策の総合的な推進と介護保険制度の円滑な実施を図るための計画として策定いたし

ました。 

今後、一層高齢化が進む中で、高齢者が住み慣れた地域で生きがいをもち、安心して暮らし

続けることができるよう、本計画を指針として、関係機関・団体と連携を図りながら、介護、

医療、生活支援等における地域包括ケアシステムをさらに深化させるとともに、介護予防や健

康づくりを進め、いつまでも健康で豊かな生活を送れるようにするため、高齢者保健福祉施策

や介護保険サービスの提供体制の充実に努めてまいります。 

市民の皆様におかれましては、地域共生社会の理念である、一人ひとりが生きがいや役割をも

ち、助け合うことの大切さをご理解いただき、「支える側」、「支えられる側」という従来の関

係を超えた、支え合いや協働による取組にご理解、ご協力を賜わりますようお願いいたします。 

結びに、本計画の策定にあたり貴重なご意見やご協力をいただきました多くの市民の皆様を

はじめ、計画策定にご尽力いただきました下関市高齢者保健福祉推進会議委員の皆様に心から

感謝申し上げます。 
 

                  令和６年（2024年）３月 
 

下関市長 前 田 晋太郎 
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第１章 計画の策定に当たって 

１．計画の背景と目的 

介護保険制度は、平成12年度（2000年度）の創設から24年が経過し、高齢者の生活を支

える制度として定着してきましたが、高齢化の進展にともない、介護保険サービスの利用者、

給付費は増加し続けています。そのような中、平成30年（2018年）４月には、地域包括ケア

システムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成29年法律第52号）が施

行され、団塊の世代が75歳以上となる令和７年（2025年）に向け、全国各地で地域包括ケ

アシステムの構築が進められてきました。 

本市においても「第七次下関市いきいきシルバープラン」、「第八次下関市いきいきシルバ

ープラン」（以下「第八次計画」という。）に基づき、地域包括ケアシステムの推進に取り組んで

きました。 

まもなく令和７年（2025年）を迎えますが、本市の総人口、高齢者人口はともに減少傾向に

ある一方、75歳以上の高齢者人口は増加しており、今後も団塊の世代がさらに高齢化すると

ともに、令和22年（2040年）にはいわゆる団塊ジュニア世代が65歳以上になるなど、介護

や福祉、医療のニーズが増大することが見込まれます。 

また、家族形態の変化、地域のつながりの希薄化、所得格差の広がり等を背景とし、ひとり

暮らし高齢者の孤立、介護相談から派生する8050問題※1、生活面で困窮する世帯等の問題、

ヤングケアラー※2の問題等、高齢者に関わる問題は複雑化・多様化しており、社会福祉法に

「重層的支援体制整備事業」が定められるなど、国を挙げて「地域共生社会」の実現に向けて取

組を進めています。 

このような状況を背景とし、「第九次下関市いきいきシルバープラン（高齢者福祉計画・介

護保険事業計画）」（以下「第九次計画」という。）においては、「人と人とが支え合う誰もが健

やかで笑顔があふれるまち」を目指し、第八次計画までの取組を踏まえ、高齢者の生活を支え

る環境づくり、介護予防・健康づくりの推進や令和22年（2040年）を見据えた介護保険サー

ビスの提供体制の充実を図るとともに、地域包括ケアシステムのさらなる充実により地域共

生社会の実現を目指します。 

 

※1 『8050問題』とは、ひきこもりの子どもをもつ家庭が高齢化し、80歳代の後期高齢者にさしかか
った親が、50歳代のひきこもりの子どもの生活を支えるという社会問題のこと。 

※2 『ヤングケアラー』とは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っ
ていることで、学業や友人関係に影響が出てしまっているこどものこと。 

 

  


